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はじめに

　本書は、行政書士試験の試験科目についてまったく知識がない人でも、最初に手に取
る１冊として役立つよう、普段の自分の生活と並行させて学習し、行政書士試験に合格
するための基礎知識をきちんと身に付けられるよう、わかりやすさを重視して編集した
ものです。
　ここでいうわかりやすさとは、体系的に理解しながら学習できるということです。
　行政書士試験で出題される科目は、学習範囲が広く、かつ、細かいため、最初から細
部ばかり見ていると、全体像がつかめなくなり、体系的な理解がおろそかになりがちで
す。そこで本書では、各科目の内容の全体像をつかみやすいように、全科目の概要がわ
かるスタートアップ講座と、各科目の冒頭には科目ガイダンスを設けました。また、本
文は各科目の基本事項を中心に収録し、その科目の理解には影響しない細部は大胆にカ
ットすることで、メリハリをつけた学習ができるように構成しました。さらに、フルカ
ラーレイアウトにより、視覚的にも各項目のイメージをつかみやすくなるよう心がけま
した。
　行政書士試験対策の基本的な学習プランとしては、最初のステップとして、
　①　本書を使って、細部にはこだわらず基本事項だけを読む学習
　②　問題集を使って、良問をたくさん解きながら知識の定着を図る解く学習
　③　再び本書に戻り、合格に必要な事項を覚える学習
の順に進めていきましょう。ここではあまり手を広げず、合格ラインの少し上を狙った
学習に絞ることがポイントです。
　そして、それができたら次のステップとして、苦手分野の克服や加点要素となる項目
を増やすことを心がけましょう。
　本書は、2020年度試験において、合格ラインの少し上を狙った学習をするため、最初
のステップとして正しい道標となるよう、さらに、次のステップとして少し手を広げた
学習をできるようなものとしました。
　最後に、本書を十分に活用し、日々の努力を続けることによって、皆さまが行政書士
試験合格の栄冠を手にされることを心よりお祈りいたします。

　　2019年11月

TAC行政書士講座

　本書は、令和元年11月11日現在の施行法令および令和元年11月11日現在において令
和２年４月１日までに施行される法令に基づいて作成しております。
　なお、本書刊行後、令和２年４月１日施行の改正法令が成立した場合は、下記ホームペ
ージの法改正情報コーナーに、法改正情報を掲載いたします（令和２年４月下旬予定）。

TAC出版書籍販売サイト「Cyber Book Store」
https://bookstore.tac-school.co.jp/



（4）

憲法は、例年、５肢択一式5問（1問4点）と多肢選択式1問（1問8点）が出題さ
れています（28点）。学習内容は、大別すると「人権」と「統治」になります。「人
権」では裁判所の示した判断である判例の知識を得ること、「統治」では日本国
憲法に書かれている条文の知識を覚えることが学習の中心になります。

 ５肢択一式

人権分野は、「○○○に関する次の1～5の記述のうち、最高裁判所の判例に
照らして、正しいものはどれか」というタイプの問題への対応を意識し、判例
知識の蓄積を学習の中心に置きましょう。判例は、①憲法上の話として何が問
題となっているのか（誰のどんな人権が制約されているか）、②公権力（法律、行政処
分、裁判所の命令など）による制約は果たして妥当といえるのか、行き過ぎた制約
やする必要のない制約になってしまっていないか、といった視点で読んでいく
とよいでしょう。
一方、統治分野では、憲法41条～96条を中心に条文知識を覚えていく必要が

あります。条文暗記にあたっては、「○○の仕事は誰が行っているのか」を意識
するとよいでしょう。例えば、内閣総理大臣を指名するのは国会の仕事ですが、
内閣総理大臣を任命するのは天皇の仕事になっています。主語を正確に覚えて
いれば、問題文の記述に「内閣総理大臣の指名が天皇の仕事である」とあれば、
「×」と判断できます。

 多肢選択式

憲法では、例年1問、多肢選択式の出題があります。多肢選択式は、問題文に
ア・イ・ウ・エの4つの空欄があり、問題文の下欄に書かれている20個の選択
肢の中から空欄を埋めるのに適切なものを選択し、アには１、イには2、ウには
3、エには4というように、その番号をマークする形式です。判例を題材にした
問題が出題されることが多いです。多肢選択式対策においても、判例知識を蓄
積しておくことが有効です。
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学習
ガイダンス

全体像

CHAPTER 1  総論

CHAPTER 2  人 権

憲法とは、国民の権利や自由の保障を目的とし、
国家権力を制限する内容のルールです。まず、❶
憲法とは何かという総論から始めて、❷憲法が目
的としている人権保障について、❸そのための手
段にあたる国家統治の仕組みについて、という順
番で学習していきます。

憲　法

CHAPTERの特徴

憲法とはどのようなルールなのか、
なぜ憲法が必要なのか、憲法の基本
原理とは何かを学びます。

 自由の基礎法
人権を尊重するルール

 制限規範
国家権力を制限するルール

 最高法規
国の最高位に位置するルール

憲 

法

 SECTION❶  憲法の意味  SECTION❷  憲法の基本原理

憲法は、国民の権利や自由を保障する
ため、国家権力を制限することを内容
としたルールです。その憲法の特徴に
ついて学習します。

人権の尊重を目的とし、平和主義の下、
国民主権による政治を行うことが憲法
の基本原理です。ここでは、憲法の三
大原理や憲法改正の手続について学習
します。

立 法 権

国 会

行 政 権

内 閣

公権力（ex.法律）

国家権力

司 法 権

裁判所

規 

制

国民に保障された人権が公権力から
規制を受ける場合、その規制が許さ
れるかどうかを学習します。判例の
結論を押さえながら、①国民にはど
んな人権があり、②その制約は合憲
か違憲かを見ていきましょう。

憲 法
自由の保障

権力を制限

人権尊重

国民主権 平和主義

憲法

憲法違反に
ならないの？

◯◯の自由

公権力（ex法律）

規 

制

◯◯の自由＝憲法で保障される人権

学校に
通いたい！

このリンゴを
売りたい！

合憲？
違憲？

制限

2 3

法学

裁判制度

第５編
基礎法学

総則

物権

債権

親族

相続

第２編
民法

財産

家族

商法

会社法

第４編
商法

個人商店

株式会社

商人に
ついての
特別な
ルール

第３編
行政法

行政法の一般的な法理論

行政手続法 行政不服審査法

行政事件訴訟法

国家賠償・損失補償

地方自治法

第１編
憲法

総論

人権

法の下の平等

自由権

受益権

参政権

社会権

…

統治

国　会

内　閣

裁判所

政治 経済 社会

文章理解

第６編
一般知識

情報通信・個人情報保護

関連
あり

関連
あり

関連
あり

行政書士試験の
全科目関係を
一覧にすると
こんな感じ！

憲法や行政法みたいに
国や役所と国民との

間の法律関係を
公法って呼ぶよ！

行政組織や
行政法の
基本ルール

時事ネタも
出るよ！

裁判員制度は
基礎法学で
学習するよ！

行政組織や
行政法の

統治の条文知識や
行政組織の学習は

政治分野でも
活用できるよ！

関連
あり
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はじめての行政書士試験スタートアップ講座

学習マップ

本書の特長と効果的な学習法

２　学習ガイダンス　　これから学ぶ科目の概要を知ろう！

１　スタートアップ講座　　行政書士試験で学ぶ内容をざっくり知ろう！

各編の冒頭には、学習ガイダンスがあります。初学者の人でも安心して学習スタート
を切ることができます。

本書の最初に、行政書士試験の初学者向けに「ス
タートアップ講座」を用意しました。ここでは、こ
れから学ぶざっくりとした学習内容と重要項目30を
知ることができます。試験全体の概要をつかむこと
は、効果的な学習の第一歩です。

各編の概要を知ろう

各編の試験傾向を知ろう

●全体像
科目の全体像を示す重要な骨格を図
示していますので、まずはイメージ
をつかみましょう。

●�各CHAPTER、SECTION
の概要

CHAPTER、SECTIONごとの象徴
的なイメージをイラストや図表で示
しました。

●SECTIONごとの出題履歴
過去10年間の本試験における出題履
歴を、出題形式ごとに示しています。
単元別の学習配分を決める際や、出
題傾向の把握に役立ててください。
　択＝五肢択一式
　多＝多肢選択式
　記＝記述式
　※択２＝五肢択一式で２問出題

●傾向と対策
五肢択一式、多肢選択式、記述式と
いう異なる出題形式ごとに、それぞ
れの出題傾向等を示しながら、留意
するポイントを的確に示しています。
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３　いざ本論学習！　　合格レベルの知識を身につけよう！
いよいよ学習スタート。まずは、「本文」をじっくり、力を入れて読み込みましょう。

「側注」についても可能な限り、あわせて読んでください。ただし、負担感があるよう
なら「本文」のみをまず読むようにしましょう。

 法律上の争訟
法律上の争訟とは、①当事者間の具体的な権利義務や法律

関係に関する争いであって、②法令を適用することで終局的
な解決ができるものをいいます。「貸したお金を返せ」とか
「この土地は私のものだ」などで争いごとになっている場合
のように法律上の争訟にあたるものは裁判所が裁判をする権
根を有します※1。

 司法審査の可否
裁判所は争いごとに対して法律判断を下すのが仕事ですか

ら、法律上の争訟にあたらない場合は審査できません。例え
ば、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断がこ
れにあたります（板まんだら※2事件：最判昭56.4.7）。

Ⅰ

Ⅱ

1 法律上の争
そう

訟
しょう

★★★

裁判所の条文は76条
～82条です。条文知
識のほかに判例知識も
繰り返し出題されてい
ます。法律上の争訟や
司法権の限界に関する
判例知識を問うものが
中心なので、審査の可
否についての判例知識
をチェックしましょう。

裁判所法３条１項で
は、「裁判所は、日本
国憲法に特別の定のあ
る場合を除いて一切の
法律上の争訟を裁判
し、その他法律におい
て特に定める権限を有
する。」と規定されて
います。

※１

語句 ※２
板まんだら
創価学会の本尊のこ
と。

司法審査の可否板書

法律上の争訟

司法権の限界

審査する

該当する

審査しない

審査しない

該当しない

あたる

あたらない

特別な法律が
ある場合は別※3

公職選挙法で認められ
ている選挙無効訴訟な
どの客観訴訟と呼ばれ
るものは、法律上の争
訟ではありませんが、
公職選挙法の規定に従
い裁判することが可能
です。

※３

 司法権の限界
法律上の争訟にあたっていても、裁判所の審査の対象とな
らない場合もあります※4。例えば、法律上の争訟にあたるとし
ても高度に政治性のある国家行為であることを理由に審査の
対象とされないことがあります。

Ⅲ

司法権の限界は、法律
上の争訟にあたらない
から審査しないもので
はありません。「法律
上の争訟にあたらない
ことを理由に審査の対
象外」として誤りとす
るパターンに注意。

ひっかけ ※４

〈司法権の限界（判例）〉

自 律 権

国会で適法な手続によって公布された法律に
ついて、裁判所は、両院の自主性を尊重し
て、制定の議事手続に関する事実を審理して
その有効無効を判断すべきではない（警察法改
正無効事件：最大判昭37.3.7）

統 治 行 為

直接国家統治の基本に関する高度に政治性の
ある国家行為については、裁判所による法律
的な判断が可能であっても司法審査の対象か
ら除外される（苫米地事件：最大判昭35.6.8）

部分社会の法理

議会や大学などの部分社会では、一般市民法
秩序と直接の関係を有しない内部的な問題
は、司法審査の対象から除かれる※5

裁 量

行政や立法の裁量に任されている行為につい
ては、裁量権の逸脱または濫用の場合を除い
て、司法審査の対象とはならない（朝日訴訟：
最大判昭42.5.24、堀木訴訟：最大判昭57.7.7）

審査しない 審査する

村会議員出席停止事
件（最大判昭35.10.19）

出席停止
の処分

除名の
処分※6

富山大学単位不認定
事件（最判昭52.3.15）

単位の
不認定

卒業の
不認定

神田Tの
アドバイス❶

神田Tの
アドバイス❷

例えば、政党の党員に
対する処分は原則とし
て政党の自律的な運営
に委ねるべきであり、
一般市民法秩序と直接
の関係を有しない内部
的問題にとどまる限
り、裁判所の審査は及
びません。

※５

地方議会の議員の除名
処分は司法審査の対象
となるとする判例はあ
りますが、国会議員の
除名処分の場合、司法
審査の対象とはなりま
せん。

※６

神田Tの
アドバイス❶

議会において、出席停
止の処分程度であれば
議会内部の話にすぎな
いといえますが、除名
処分は議員の身分を失
うことになるため一般
社会に関係しない事柄
とはいえません。

神田Tの
アドバイス❷

大学において、単位の
問題は大学内部の話に
すぎないといえます
が、卒業の問題は一般
社会に関係しない事柄
とはいえません。

統

 治

裁
判
所

CH
3

SEC
3

96 97

第

1
編

憲 

法

本書は、項目ごとに重要度を３段階
で示しています。

★★★　重要度　高
★★　重要度　中
★　重要度　低

側注本文

メリハリをつけた
学習ができます!
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SECTION

1

第1編

憲

　法 人権享
きょう

有
ゆ う

主体

CHAPTER 2  人 権

このSECTIONで学習すること

外国人は日本人じゃないけど、
外国人にも日本国憲法の人権
保障はあるの？

1 外国人の人権

株式会社などの法人は人間じ
ゃないけど、法人にも日本国
憲法の人権保障はあるの？

2 法人の人権

職務の公共性や中立性という
理由から権利が制約されるこ
ともある

3 公務員の人権

刑事施設の中にいるという理
由から権利が制約されること
もある

4 在監者の人権

17

人

 権

人
権
享
有
主
体

CH
2

SEC
1

第

1
編

憲 

法

●�このSECTIONで学習する
こと

これから学ぶ単元の内容を簡単にま
とめています。単元の中で、とくに
重要なことを指摘したり、他の科目
と比較させながら学んだほうがよい
ことなど、全体的なアドバイスとし
ても役立つ内容です。

憲法は、国民の権利や自由の保障を目的とし、国家権力を
制限するために作られた国の基本ルールです。
日本では、日本国憲法（全103条、1946年11月3日公布※1、

1947年5月3日施
し

行
こう

※2）という名前がつけられています※3。

憲法とは板書

国家

国家

…①　　があって、②　　が暮らしていて、
③　　で統治されているコミュニティ

統治

①

③権力

領土

領土
権力

国家を統治するには　　が必要権力

人間

②人間

みんなで暮らしていくにはルールが必要で、
ルール違反をする者は取り締まる必要もある

憲法は、国民の権利や自由の保障のために
作られたルール（自由の基礎法）であり、国家
権力を制限するルール（制限規範）といえる※4

権力者は権力を濫用しがちで、歯止めをかけ
る必要があるから、憲法を作って国家権力の

濫用から国民を守ることにした

らんよう

つまり

しかし

1 憲法とは ★★★
憲法の定義自体が試験
で頻出というわけでは
ありませんが、これか
ら学習する憲法がどの
ようなルールなのか、
憲法の特徴を把握しま
しょう。

憲法典という文章の形
式をとっているかどう
かではなく、内容が憲
法といえるかどうかで
憲法を定義することは
「実質的意味の憲法」
と呼ばれます。その中
でも、権力を制限して
国民の権利や自由を保
障する内容の憲法は、
「立憲的意味の憲法」
と呼ばれています。

※４

語句 ※１
公布
制定されたルールを国
民に知らせること。

語句 ※２
施行
制定されたルールの効
力が発生すること。

憲法典という文章の形
式をとっているかどう
かで憲法を定義するこ
とは「形式的意味の憲
法」と呼ばれます。イ
ギリスのように憲法は
あっても成文の憲法典
は持っていない国もあ
ります。

※３

総

 論

憲
法
の
意
味
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本文の要素紹介
本文は、行政書士試験合格に必要な情報だけを掲載。短期間で最大の効果が出せるよ

う、さまざまな要素を盛り込みました。目にやさしいフルカラーで見た目のメリハリも
ばっちり。最後まで飽きずに読み進めることができるのもポイントです。

フルカラーのイラストや図表で、複
雑でわかりにくい仕組みや制度も、
パッと見てすぐに頭に入ります。
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例題 Ｈ28-7-5

父性の推定の重複を回避し父子関係をめぐる紛争を未然に防止するために、女性に
のみ100日を超える再婚禁止期間を設けることは、立法目的との関係で合理性を欠
き、憲法に違反する。

再婚禁止期間の100日を超える部分は、違憲である。〇

語句 ※２
非嫡出子
法律上婚姻関係にない
男女から生まれた子。

◆選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含まれ、
衆議院選挙において小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候
補※1できる者を、一定の要件を満たした政党に所属する者に
限ることは、憲法14条1項に違反しない（最大判平11.11.10）。

◆非
ひ

嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し
※2の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900

条4号ただし書の規定は、立法府の裁量を考慮してもそのよ
うな差を生じさせる合理的根拠は失われており、憲法14条1

項に違反する（非嫡出子相続分規定違憲事件：最大決平25.9.4）。

◆女性にのみ6ヶ月の再婚禁止期間を定めている民法733条1

項の規定は、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分につ
いては、憲法14条1項に違反する（女子再婚禁止規定違憲事件：
最大判平27.12.16）※3。

◆婚姻すれば夫婦はいずれかの氏を称するものとする夫婦同氏
制を定める民法750条の規定は、憲法14条1項に違反しない
（夫婦同氏訴訟：最大判平27.12.16）。

Ｙの法定相続分はＸの２分の１とされ
ていた（同じＡ男の子なのに、２分の
１しかもらえないのは合理的な区別な
の？）

Ａ男

（嫡出子） （非嫡出子）

C女B女（妻）

B女Ａ男

離婚 女性だけ６ヶ月の再婚禁止期間があった

神田Tの
アドバイス❶

「女性に再婚禁止期間
があること自体が不合
理だ」として誤りとす
るパターンに注意。

ひっかけ ※３

神田Tの
アドバイス❶

父性の推定の重複回避
のために、再婚までに
一定期間をあけさせる
ことに合理性はありま
すが、その期間は100
日でいいはずで６ヶ月
である必要はないとさ
れました。

 1 票の格差
法の下の平等は、選挙権については、単にみんなが1人1票
ずつであればよいというだけでなく、投票の価値（1票が結果

に与える影響力）の平等までが要請されます。

Ⅰ

2 議員定数不
ふ

均
きん

衡
こう

訴訟 ★★★

不平等状態になってい
る１区と２区のみでは
なく、１区～５区の定
数配分全体が違憲の瑕
疵を帯びることになり
ます。

※４

神田Tの
アドバイス❷

結果に与える影響力も
考慮すれば、２区の人
の１票を１票とする
と、１区の人の１票は
0.2票の価値しかない
ことになるけど、それ
で平等なの？と考えて
みるとよい。

1票の格差板書

すると

ところが

１票が結果に与える影響力が異なってしまう
＝１票の格差が生じている

・有権者300人から５人の代表者を選挙
で選ぶ

・５つの選挙区に分け、各選挙区から１
位の者が当選する

・有権者の振り分けは人口比例で、１選
挙区あたり60人とする

１区
60人

２区
60人

３区
60人

４区
60人

５区
60人

人口異動などにより、選挙当時、１区の
有権者は100人、２区の有権者は20人と
なってしまった

１区
100人

２区
20人

３区
60人

４区
60人

５区
60人

☆議員定数配分規定に著しい不均衡があり、憲法上要求

される合理的期間内における是正がされなかった場合、

違憲判決が出る※4

☆議員定数配分規定が違憲でも、選挙自体は無効とされて

いない

ポイント

神田Tの
アドバイス❷

議員定数不均衡訴訟は
過去には多肢選択の素
材にもなったことがあ
りますし、５肢択一式
での出題もある重要項
目です。①どのような
場合に違憲判決が出さ
れるか、②違憲と判断
された場合の選挙の効
力はどうなるのかをし
っかりチェックしてお
きましょう。

衆議院議員選挙は小選
挙区比例代表並立制で
実施され、小選挙区と
比例代表に重複立候補
できる仕組みも採用さ
れています。

※１

人

 権

法
の
下
の
平
等
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側注の紹介
本文とリンクさせた側注は、執筆講師からのアドバイス、語句説明や、細かい内容で

も本試験で出題が予想される事項などをまとめたものです。

各項目の冒頭で、ここはど
のような項目で、何を学習
するところなのかについて
の指針と本試験での出題状
況などを示しています。

各項目を理解する上での補
足、出題傾向に応じた注意
点などを記載しています。
メリハリをつけた学習に活
用できます。

語句の定義や意味を記載し
ています。本文を理解する
うえで重要なので目を通し
ておきましょう。

応用的な内容のうち、出題実
績が高いものを記載していま
す。確実に合格するために
は、おさえておきましょう。

本試験で実際に問われたひ
っかけポイントを記載して
います。内容を覚える際に
非常に有効です。

最初に読むときは読み飛ば
してしまい、一通りの学習
が終わってから２回目に読
み直すときには一緒に読ん
でもらいたいものを示して
います。

神田Tの
アドバイス❶

語句

ひっかけ

本文と側注の※数字は、原則見開きページ内での通番となっています。同
じ数字が対応していますので、確認しながら読み進めていってください。

補足から発展まで
充実した側注です!
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◆社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇する
かについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治
的判断によりこれを決定することができ、限られた財源の下
で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先
的に扱うことも許される（塩見訴訟：最判平元 .3.2）。

◆定住外国人に地方選挙権は憲法上保障されていないが、法律
をもって選挙権を付与する措置を講ずることは可能である
（最判平7.2.28）※1。

例題 Ｈ29-3-1

わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすなど、外国人の地位に照ら
して認めるのが相当でないと解されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保
障が及ぶ。

外国人にも政治活動の自由の保障は及ぶ。〇

株式会社や税理士会といった法人※2は人間ではないため、
本来人間を対象としている人権保障が法人にも及ぶかが問題
となります。これに対しては、憲法の人権保障は、権利の性
質上可能な限り、法人にも適用されるものと考えられていま
す。
例えば、政治活動の自由の保障は株式会社にも適用され、

株式会社も政治献
けん

金
きん

を行うことができます。一方、税理士会
の場合は政治献金を行うことはできません。
法人の人権では、強制加入団体における政治献金について

判断した南九州税理士会政治献金事件は重要な判例です。

法人の人権は重要項目
ではありませんが、税
理士会が政治献金を行
うことができるかどう
かの判例の知識はチェ
ックしておきましょ
う。

2 法人の人権 ★★★

93条２項では、知事・
市町村長や地方議会の
議員の選挙は住民の直
接選挙によることとさ
れていますが、この
「住民」には外国人は
含まれません。

※１

語句 ※２
法人
実際の人ではないが、
法律が特別に人と同じ
資格として法人格を与
えた存在のこと。株式
会社などがこれにあた
り、法人も権利の主体
となれます。

20
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① ② ③ ④ ⑤

学 習 日

理 解 度
（○/△/×）

解説

司法権の限界に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨
に照らし、妥当でないものはどれか。

 1  具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信仰対
象の価値または教義に関する判断が前提問題となる場合には、法令の適
用による解決には適さず、裁判所の審査は及ばない。

 2  大学による単位授与行為（認定）は、純然たる大学内部の問題として大
学の自律的判断にゆだねられるべきものであり、一般市民法秩序と直接
の関係を有すると認めるにたる特段の事情がない限り、裁判所の審査は
及ばない。

 3  衆議院の解散は高度の政治性を伴う国家行為であって、その有効無効
の判断は法的に不可能であるから、そもそも法律上の争訟の解決という
司法権の埒外にあり、裁判所の審査は及ばない。

 4  政党の結社としての自律性からすると、政党の党員に対する処分は原
則として自律的運営にゆだねるべきであり、一般市民法秩序と直接の関
係を有しない内部的問題にとどまる限りは、裁判所の審査は及ばない。

 5  地方議会議員の出席停止処分は、除名とは異なり議員の権利行使の一
時的制約にすぎず、議会の内部規律の問題として自治的措置にゆだねる
べきであるから、裁判所の審査は及ばない。

問題021 

 1 〇 【SEC３ 1法律上の争訟】
法令の適用による終局的な解決が図れないものは、裁判所の審査の対象となりま

せん。具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信仰対象の価
値または教義に関する判断が前提問題となる場合は、法令の適用による解決には適
さず、裁判所の審査は及びません（板まんだら事件、最判昭56.4.7）。

 2 〇 【SEC３ 1法律上の争訟】
大学による単位の認定は、単なる大学内部の問題であり、裁判所の審査は及びま

せん（富山大学単位不認定事件、最判昭52.3.15）。

 3 × 【SEC３ 1法律上の争訟】
衆議院の解散は、高度に政治性のある国家行為であって裁判所の審査は及びませ

んが、その有効無効の判断は法的に不可能なわけではなく、法律上の争訟にあたら
ないからではありません（苫米地事件、最大判昭35.6.8）。

 4 〇 【SEC３ 1法律上の争訟】
政党が党員に対してした処分は、原則として政党の自律的運営に委ねるべきもの

であり、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限りは、裁
判所の審査は及びません（共産党袴田事件、最判昭63.12.20）。

 5 〇 【SEC３ 1法律上の争訟】
地方議会議員の出席停止処分は、除名とは異なり、単なる議会内部の問題であり、

裁判所の審査は及びません（村会議員出席停止事件、最大判昭35.10.19）。

正解… 3

重要度

A 司法権  H27－6　

肢3

「事例→理由→結論」という文章の流れのうち、結論を逆にして×とするパターンのほか、

理由が異なるから×というパターンにも注意しましょう。この肢では、審査が及ばないという

結論が誤りではなく、そもそも法律上の争訟の解決の埒外だからという理由の部分が誤っ

ていると判断できれば、正解を×と導き出せます。

ワンポイントアドバイス
神田Tの

４　例題で知識を定着！　知識を確実に固めよう！
知識確認のための例題（過去問題）を用意しまし

た。教科書で学んだ知識は、問題での確認が一番定
着します。「〇×チェック」で、項目ごとに確実に
マスターしていきましょう。各項目の最後に掲載さ
れています（重要度★は除く。）

問題集にもチャレンジ！
例題で基本的な内容がマスターできたら、「行政

書士の問題集（別売り）」にチャレンジしてみまし
ょう。「行政書士の問題集」は、本試験と同じ形式
で問題が構成されています。問題集では、教科書で
学んだ知識の応用力を問う問題もあり、最初は難し
いと感じるかもしれませんが、あきらめずに前に進
めていけば、必ずできるようになります。

本試験で実際に出題され
た年度と問題番号です。

「問題集」の解説には「教科書」
の該当箇所が記載してあるので、
復習のときに便利です。
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５冊にバラして使える!!

セパレートBOOK形式
とっても便利！

『みんなが欲しかった！行政書士の教科書』は、かなりページ数が多いため、
「1冊のままだと、持ち運びづらい」という方もいらっしゃると思います。

そこで、本書は５分冊とし、分解して使うことができるつくりにしました。

読者のみなさんは自分が使いやすいように、本を自由にカスタマイズして、自
分だけの「本当に欲しかった教科書」を作り上げてください！

コンパクトに持ち歩きたい人： 本を分解して使用できる！

全科目をまとめて持ち歩きたい人：ばらさず一冊で使える！

第1分冊：第1編 憲法
第2分冊：第2編 民法
第3分冊：第3編 行政法
第4分冊：第4編 商法、第5編 基礎法学、第6編 一般知識
第5分冊：みんなが欲しかった！行政書士試験六法

みんなが欲しかった！行政書士試験六法
　 条文そのものを確認する必要があるものを厳選して収録しています。
　 覚える必要があり、また記述式に記載する可能性がある文言は、赤太
字になっており、付属の赤シートで隠しながら条文の文言を確認する
ことができます。
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受験資格

年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。

本試験の実施日程〈令和元年度（2019年）例）〉

行政書士試験は、年１回、11月の第２日曜日に、全国47都道府県で実施されます。

令和元年度（2019年）の本試験は下記のようなスケジュールです。

合格発表　令和２年（2020年）１月29日（水）午前９時

試験　11月10日（日）午後１時から午後４時（180分）5

受験票の送付（10月21日予定）4

振替払込受付証明書を貼り郵送3 登録完了メールが届いたら申込完了3

受験手数料の払込み

※専用の振替払込用紙で郵便局の
窓口で受験手数料7,000円を払込み
〔ATM使用不可〕

郵送による受験申込み
７月29日（月）～８月30日（金）消印有効

2

受験願書の記入と顔写真の貼付

※受験願書に記入
※顔写真のサイズ（縦４ｃｍ×横３ｃｍ／
カラー写真）

1

6
※合格者の受験番号がセンター事務所の掲示板とホームページに公表されます

〈受験申込みから合格発表までの流れ〉
次のどちらかの方法により、受験申込みをします。

受験手数料の払込み

※本人名義のクレジットカードまたはコンビ
ニエンスストアで受験手数料7,000円を
払込み

インターネットによる受験申込み
７月29日（月）～８月27日（火）午後５時

2

インターネット申込条件に「同意」
受験願書と顔写真画像を登録
※受験申込画面で必要事項を入力
※顔写真画像のサイズ（高さ４：幅３の割合）

1

受験願書・試験案内は、「窓口で受け取る」方法と、「センターに郵便で請

求して郵送してもらう」方法の２通りがあります。

利用できるクレジットカードやコンビニエンスストアは、指定されています。

行政書士試験の概要
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５肢択一式（単純型）：１問につき４点

「５肢択一式」は、５つの選択肢の中から正しいもの（または誤っ

ているもの）を１つ選んで解答します。

（平成₂₉年度　本試験問題より）

問題を読んで、間違
えている箇所や、アヤ
シイ箇所に印をつけて
おくといいでしょう。
また、冒頭の「正しい
ものはどれか」「誤っ
ているものはどれか」
についても、絶対に見
落とさないようにしま
しょう。

選択肢
は５つ

科目と形式の概要

試験科目は、大きく「法令（等）」と「一般知識（等）」の２つに分かれ

ます。法令はさらに５つに分けることができ、一般知識は３つに分

けることができます。

形式は、「５肢択一式」「多肢選択式」「（40字）記述式」の３種類です。

試験科目 内容等 出題形式
行政書士の業務に関し必要
な法令等（出題数46題）

❶憲法、❷行政法（行政法の一般的な
法理論、行政手続法、行政不服審査法、
行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方
自治法を中心とする。）、❸民法、❹商
法及び❺基礎法学

５肢択一式（40問）
多肢選択式（３問）
記述式（３問）

行政書士の業務に関連する
一般知識等（出題数14題）

❶政治・経済・社会、❷情報通信・個
人情報保護、❸文章理解

５肢択一式（14問）

※　法令については、令和２年４月１日現在施行されている法令に関して出題される予定です。
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シリーズ紹介と活用法

ここでは、 TAC出版書籍 （みんなが欲しかった！行政
書士シリーズ） のご紹介と、 その書籍を使った効果
的な学習法について説明します。

入
門
書

実
力
養
成

・「オリエンテーション編」で、行政書士という資格と行政書士試験につ
いて、さらっと確認してイメージをつかみましょう。

・「入門講義編」で、各科目の内容をざっと読んで全体像をつかむととも
に、法律学習になれましょう。

₁ 行政書士 合格へのはじめの一歩

・まずは１回、ざっと読ん
で全体像をつかみましょ
う。わからないところが
あっても、どんどん読み
飛ばします。

・本文をじっくり、力を入

・『行政書士の教科書』
の重要な150の論点をピ
ックアップして、見開き
２ページ１論点（項目）
の構成、図表中心でま
とめています。

・『行政書士の教科書』
の１回目を読む段階か
ら、できればSectionご
と、少なくともCHAPTER
ごとに、『行政書士の
問題集』の問題を解き

・最重要判例を中心に、
重要度に応じてメリハリ
をつけながら、憲法・
民法・行政法・商法
の数多くの判例を掲載
しています。

れて読み込みましょう。
・「例題」は必ず解きましょう。できな
いときは、すぐに本文に戻って知識を
確認しましょう。

ましょう。
・できなかった問題は、解説に記載さ
れているリンクをもとに『行政書士の
教科書』に戻って確認しましょう。

₂ 行政書士の教科書 本書

₄ 行政書士の最重要論点150

₃ 行政書士の問題集

₅ 行政書士の判例集

リンク

リンク
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記
述
対
策

直
前
対
策

過
去
問
演
習

・５年分の本試験問題
を、詳細な解説と問題
ごとの正答率とともに、
新しい順に年度別に収
録しています。

・出来具合に一喜一憂す

・実際の本試験問題を
素材にしながら、法令
（等）科目の重要論点
を、選択肢ごとに分解
し、１問１答形式で、
知識を確認できる1冊

ることなく、また解きっぱなしにせず
に、できなかった問題は、『行政書
士の教科書』に戻って復習しましょう。

です。
・選択肢（問題）ごとに、重要度ラン
ク・肢を切るポイントを明示している
ので、メリハリをつけた学習が可能で
す。

₆ 行政書士の５年過去問題集 ₇ 行政書士の肢別問題集

・過去問題を題材にした解法マニュアルと、過去問題＆オリジナル予想
問題が１冊に集約されています。

・一通りの学習が終わって、直前期に40字記述式対策を行われる受験生
が多いようですが、実力養成の学習と同時並行することで、より知識定
着を図ることも可能です。

₈ 行政書士の40字記述式問題集

・出題傾向を徹底分析した予想問題を３回分収録しています。
・問題部分は回数ごとに取り外せるようになっているので、実際の本試験
を意識したシミュレーションを行うことができます。是非とも時間（180分）
を計りながらチャレンジしてみましょう。

₉ 本試験をあてる TAC直前予想 行政書士

合 格 !
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はじめての行政書士試験
スタートアップ講座

本文に入る前に、 ここで
行政書士試験のざっくりした
学習内容と重要項目30を
見てみましょう!!

一緒に
がんばりましょう！



法学

裁判制度

第５編
基礎法学

総則

物権

債権

親族

相続

第２編
民法

財産

家族

商法

会社法

第４編
商法

個人商店

株式会社

商人に
ついての
特別な
ルール

第３編
行政法

行政法の一般的な法理論

行政手続法 行政不服審査法

行政事件訴訟法

国家賠償・損失補償

地方自治法

第１編
憲法

総論

人権

法の下の平等

自由権

受益権

参政権

社会権

…

統治

国　会

内　閣

裁判所

政治 経済 社会

文章理解

第６編
一般知識

情報通信・個人情報保護

関連
あり

関連
あり

関連
あり

行政書士試験の
全科目関係を
一覧にすると
こんな感じ！

憲法や行政法みたいに
国や役所と国民との

間の法律関係を
公法って呼ぶよ！

行政組織や
行政法の
基本ルール

時事ネタも
出るよ！

裁判員制度は
基礎法学で
学習するよ！

行政組織や
行政法の

統治の条文知識や
行政組織の学習は

政治分野でも
活用できるよ！

関連
あり
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はじめての行政書士試験スタートアップ講座

学習マップ
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第５編
基礎法学

総則

物権

債権

親族

相続

第２編
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第４編
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個人商店
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ついての
特別な
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行政法

行政法の一般的な法理論

行政手続法 行政不服審査法

行政事件訴訟法

国家賠償・損失補償

地方自治法

第１編
憲法

総論

人権

法の下の平等

自由権

受益権

参政権

社会権

…

統治

国　会

内　閣

裁判所

政治 経済 社会

文章理解

第６編
一般知識

情報通信・個人情報保護

関連
あり

関連
あり

関連
あり

行政書士試験の
全科目関係を
一覧にすると
こんな感じ！

憲法や行政法みたいに
国や役所と国民との

間の法律関係を
公法って呼ぶよ！

行政組織や
行政法の
基本ルール

時事ネタも
出るよ！

裁判員制度は
基礎法学で
学習するよ！

統治の条文知識や
行政組織の学習は

政治分野でも
活用できるよ！

関連
あり
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各科目のはじめに、
くわしい学習ガイダンスがあるよ

第1編

試験
対策

！ 総論はあまり試験に出ません．人権は判例、統治は条文を中心に学習します。

憲法（正式名は「日本国憲法」）とは、日本における法（ルール）の中で最高位
に位置する一番大切な（根本的な）法です。
憲法は、全体に共通する基本原理を定めた総論、国民の権利について定めた人

権、国の統治の仕組みについて定めた統治の3つに分けることができます。

憲法

はじめての行政書士試験スタートアップ講座

科目別 ざっくりガイド  

憲法違反に
ならないの？

◯◯の自由

公権力（ex法律）

規 

制

人権 統治

立法権

国 会

行政権

内 閣
国家権力

司法権

裁判所
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民法

行政法

第2編

第3編

試験
対策

！ 具体的な事例が与えられて、それをどのように取り扱うか、という事例問題が出題の中心
で、記述式問題も２題あります。事例問題対策には、簡単な図を書くのも効果的です。

試験
対策

！ 最も出題数が多く、配点も高い、最重要科目です。

行政法は、憲法と民法と違って、「行
政法」という名称の法律が存在するわ
けではありません。行政法とは、行政
（行政権）に関するすべての法令の総
称で、行政に関する法全体を学習する
科目になります。
行政書士試験の行政法では、行政
法の一般的な法理論、行政手続法、
行政不服審査法、行政事件訴訟法、
国家賠償・損失補償、地方自治法が出
題の中心とされています。行政法の一
般的な法理論は具体的な法律すべてに
共通するルールが中心で、他の5つは具
体的な法律そのものが中心です。

遺産

行政機関 公務員

首長 議会

営業停止処分

民法とは、一般市民同士の
市民社会取引について定めた
法律です。
民法は、総則、物権、債

権、親族・相続の4つのまとま
りで構成されています。そし
て、総則・物権・債権をまとめ
て財産法、親族・相続は家族
法といいます。したがって、民
法は、財産や家族といった日
常生活に関する身近な法律と
いえます。

財産法

家族法

賃貸人 賃借人賃貸借契約

賃料を支払って

建物を
使用させて



民法改正　　　　 ポイント！

行政書士試験は、その年の4月1日時点で施行され
ている法律に基づき、その年の試験問題が作成さ
れています。 2020 （令和2）年度試験では、改正民
法により試験問題が作成されるようになります。

主な民法改正と施行時期

①2017年改正（債権法を中心とする大改正）
　…2020年4月施行（2020年度試験から出題範囲）

②2018年改正（相続法改正）
　…自筆証書遺言の要件緩和の部分は2019年1月施行
　　主な相続法改正は2019年7月施行（2020年度試験から出題範囲）

　　配偶者居住権の部分は2020年4月施行（2020年度試験から出題範囲）

③2018年改正（成年年齢を18歳に引下げ）
　…2022年4月施行（2020年度試験ではまだ試験範囲ではない）

特別収録

（46）

ここが



CHAPTER1　総則

①意思能力（SECTION2）

… 意思能力（＝自分の行っていることを理解できる能力）がない者の行為を無
効とする結論は変わりませんが、改正民法では、その旨を条文に明記す
るようになりました。

②意思表示（SECTION4）

… 心裡留保の条文に善意の第三者保護の規定を追加したり、錯誤無効の条
文が錯誤取消しに変わっていたり、詐欺取消しを善意の第三者に対抗で
きないとする条文が善意無過失の第三者に対抗できないに変わったりし
ています。

③代理（SECTION5）

… 代理権濫用事例の場合に相手方が悪意または有過失のときは本人に効果
帰属しないとする判例の仕組みが条文に明記されたり、利益相反行為に
ついては無権代理と扱うことが条文に明記されるようになりました。ま
た、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっ
ては取り消すことができませんが、制限行為能力者が他の制限行為能力
者の法定代理人としてした行為については例外とする旨が追記されたり

認知症で自分が何を行って
いるか理解できない

Ａ Ｂ

売買契約

無効（契約は効力を生じない）

土地を売る

改正後
効力 第三者保護

心裡留保（93条） 有効（相手方が悪意または有過失
のときは無効）

善意の第三者保護

虚偽表示（94条） 無効 善意の第三者保護
錯誤（95条） 取消し 善意無過失の第三者保護
詐欺（96条） 取消し 善意無過失の第三者保護
強迫（96条） 取消し 第三者保護なし

（47）
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学習
ガイダンス

全体像

憲法とは、国民の権利や自由の保障を目的とし、
国家権力を制限する内容のルールです。まず、❶
憲法とは何かという総論から始めて、❷憲法が目
的としている人権保障について、❸そのための手
段にあたる国家統治の仕組みについて、という順
番で学習していきます。

憲　法

立 法 権

国 会

行 政 権

内 閣

公権力（ex.法律）

国家権力

司 法 権

裁判所

規 

制

◯◯の自由＝憲法で保障される人権

学校に
通いたい！

このリンゴを
売りたい！

合憲？
違憲？

制限

2



CHAPTER 1  総論

CHAPTER 2  人 権

CHAPTERの特徴

憲法とはどのようなルールなのか、
なぜ憲法が必要なのか、憲法の基本
原理とは何かを学びます。

 自由の基礎法
人権を尊重するルール

 制限規範
国家権力を制限するルール

 最高法規
国の最高位に位置するルール

憲 

法

 SECTION❶  憲法の意味  SECTION❷  憲法の基本原理

憲法は、国民の権利や自由を保障する
ため、国家権力を制限することを内容
としたルールです。その憲法の特徴に
ついて学習します。

人権の尊重を目的とし、平和主義の下、
国民主権による政治を行うことが憲法
の基本原理です。ここでは、憲法の三
大原理や憲法改正の手続について学習
します。

国民に保障された人権が公権力から
規制を受ける場合、その規制が許さ
れるかどうかを学習します。判例の
結論を押さえながら、①国民にはど
んな人権があり、②その制約は合憲
か違憲かを見ていきましょう。

憲 法
自由の保障

権力を制限

人権尊重

国民主権 平和主義

憲法

憲法違反に
ならないの？

◯◯の自由

公権力（ex法律）

規 

制

3



SECTION

1

第1編

憲
　
法 憲法の意味

CHAPTER 1  総 論

このSECTIONで学習すること

憲法ってどんなルールなの？

1 憲法とは

立法権は国会
行政権は内閣　　で担当
司法権は裁判所

3 三権分立

もし法律の規定が憲法に違反
していたら、その法律はどう
なるの？

憲法や法律の条文は条・項・
号という文字を使って箇条書
きになっているよ

2

4

憲法の最高法規性

条文・判例の表記
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憲法は、国民の権利や自由の保障を目的とし、国家権力を
制限するために作られた国の基本ルールです。
日本では、日本国憲法（全103条、1946年11月3日公布※1、

1947年5月3日施
し

行
こう

※2）という名前がつけられています※3。

憲法とは板書

国家

国家

…①　　があって、②　　が暮らしていて、
③　　で統治されているコミュニティ

統治

①

③権力

領土

領土
権力

国家を統治するには　　が必要権力

人間

②人間

みんなで暮らしていくにはルールが必要で、
ルール違反をする者は取り締まる必要もある

憲法は、国民の権利や自由の保障のために
作られたルール（自由の基礎法）であり、国家
権力を制限するルール（制限規範）といえる※4

権力者は権力を濫用しがちで、歯止めをかけ
る必要があるから、憲法を作って国家権力の

濫用から国民を守ることにした

らんよう

つまり

しかし

1 憲法とは ★★★
憲法の定義自体が試験
で頻出というわけでは
ありませんが、これか
ら学習する憲法がどの
ようなルールなのか、
憲法の特徴を把握しま
しょう。

憲法典という文章の形
式をとっているかどう
かではなく、内容が憲
法といえるかどうかで
憲法を定義することは
「実質的意味の憲法」
と呼ばれます。その中
でも、権力を制限して
国民の権利や自由を保
障する内容の憲法は、
「立憲的意味の憲法」
と呼ばれています。

※４

語句 ※１
公布
制定されたルールを国
民に知らせること。

語句 ※２
施行
制定されたルールの効
力が発生すること。

憲法典という文章の形
式をとっているかどう
かで憲法を定義するこ
とは「形式的意味の憲
法」と呼ばれます。イ
ギリスのように憲法は
あっても成文の憲法典
は持っていない国もあ
ります。

※３
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 憲法と法律の上下関係
世の中には民法や刑法などのような法律※1というルールも
あります。ただし、憲法は国の最高位に位置するルールであ
り、国家権力が法律を作るとしても、憲法の規定に違反する
ことはできません。

Ⅰ

2 憲法の最高法
ほう

規
き

性 ★★★

語句 ※１
法律
法律は社会秩序を守る
ためのルールです。国
会によって制定されま
す。
… 法律の改正は国会だ
けで行えますが、憲法
の改正には国民投票が
必要です。

最高法規※２板書

国民の権利や自由を保障している

もし、公権力が作った法律が国民
の権利や自由を侵害する内容だっ
たら…？

憲法に違反する

無効

憲法と法律には上下関係がある  

下のルールは上のルールに違反してはいけない

法律は憲法に適合する内容でなければならない

憲法

法律
（民法、刑法など）

神田Tの
アドバイス❶

神田Tの
アドバイス❶

例えば、憲法では「平
等」であることが保障
されていますので、差
別を内容とする法律
は、憲法に違反し、無
効とされます。

憲法が法律よりも上位
の概念であるというこ
との意味を確認してお
きましょう。

憲法98条は「この憲
法は、国の最高法規で
あって、その条規に反
する法律、命令、詔勅
及び国務に関するその
他の行為の全部又は一
部は、その効力を有し
ない。」と規定してい
ます。ここに条約は規
定されておらず、条約
が国内で適用されると
きに憲法との上下関係
が問題となりますが、
憲法の方が条約よりも
優位すると考えられて
います。また、国の行
為であっても、私人と
対等の立場で行う私法
上の行為は、法規範の
定立を伴わないもので
あり、「国務に関する
その他の行為」に該当
しません。

※２

 憲法尊重擁
よう

護
ご

義務
憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁

判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負
う。」と規定しています。これは国家権力の側にいる者に憲
法を尊重し擁護する義務を負わせたものであり、国民にもそ
のような義務を負わせる条文ではありません。

Ⅱ
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権力は一極に集中すると濫用のおそれがあるため、権力は
分立させた方がよいと考えられています。
具体的には、国家権力を❶立法権、❷行政権、❸司法権に

分け、それを❶国会、❷内閣、❸裁判所が担当するものとさ
れています。

3 三権分
ぶん

立
りつ

★★★
国会・内閣・裁判所の
仕組みは、CHAPTER 
３「統治」で学習しま
す。

 条文の表記
憲法や法律の規定は箇条書きになっており、「憲法13条」

などのように、「条」によって区分して表記されています※3。
また、その「条」の中をさらに区分するときには、「項」や
「号」を使用します。

Ⅰ

条・項・号板書

例えば、憲法22条2項といわれたら、オレンジ色の文字の部分を指
します。

憲法22条
1項　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及

び職業選択の自由を有する。
2項　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を

侵されない。

普通の箇条書き
1．（1）①　・・・・・・・
　　②　・・・・・・・
　（2）　・・・・・・・
2．　・・・・・・・
3．　・・・・・・・

法律の条文
1条1項1号　・・・・・・
1条1項2号　・・・・・・
1条2項　・・・・・・
2条　・・・・・・・・・
3条　・・・・・・・・・

4 条文・判例の表記 ★★★

本格的に法律の学習に
入る準備として、条文
表記と判例表記の仕組
みを見ておきましょう。

改正による場合、○○
法98条の次に改正で
新設された条文を追加
するときに、99条で
はなく、「98条の２」
として、後ろの条文番
号がずれないようにす
る手法もあります。

※３
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 判例年月日の表記
判例※1の年月日は、例えば「最大判昭50.4.30」のように表
記しています。「最大判昭50.4.30」は、「最高裁判所の大法廷
の判決で、昭和50年4月30日に出されたもの」という意味で
すが、この表記の方法には以下のようなルールがあります。

Ⅱ

 裁判の登場人物
裁判を起こした人（訴えた人）を原告、裁判で訴えられた人

を被告といいます※4。また、裁判は通常三審制ですので、第
一審の判決に不服があれば上訴することもできます。例えば、
民事訴訟において地方裁判所が第一審の場合、一審判決に不
服があれば高等裁判所に控訴でき、高等裁判所の二審判決に
不服があれば最高裁判所に上告できます。控訴した人を控訴
人、上告した人を上告人といいます。

Ⅲ

語句 ※１
判例
実際にあった事件に関
する裁判所の裁判例の
こと。

神田Tの
アドバイス❶

裁判所には、最高裁判
所のほか、下級裁判所
（高等裁判所、地方裁
判所、簡易裁判所、家
庭裁判所）もあります
が、試験対策として学
習する対象となるの
は、最高裁判所の判例
です。

神田Tの
アドバイス❶

判例の表記板書

「最大判昭50.4.30」

1文字目 「最」：最高裁判所
 「大」：大審院

※2

2文字目 「大」：大法廷
 「表記なし」：小法廷

※3

3文字目（2文字目の大がないときは2文字目）

 「判」：判決（正式な形式による判断結果）

 「決」：決定（簡易な形式による判断結果）

4文字目（2文字目の大がないときは3文字目）

 「明」：明治　「大」：大正　「昭」：昭和
 「平」：平成　「令」：令和

数字 「50.4.30」：50年4月30日

語句 ※２
大審院（だいしんいん）
明治時代から昭和初期
の頃までに設置されて
いた最高裁判所のこ
と。現在の最高裁判所
の前身。

語句 ※３
大法廷・小法廷
大法廷は最高裁判所の
裁判官15人全員で判
断されるところです。
一方、小法廷は最高裁
判所の裁判官のうち５
人で判断されるところ
です。

刑事訴訟では検察官が
起訴します。起訴され
た人を被告人といいま
す。

※4
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SECTION

2

第1編

憲
　
法 憲法の基本原理

CHAPTER 1  総 論

このSECTIONで学習すること

❶基本的人権の尊重
❷国民主権
❸平和主義

1 憲法の三大原理

憲法改正はどんな手順で行わ
れるの？　法改正とは手続が
違うの？

3 憲法改正

国民主権とは「政治の主役が
国民」ということ！

2 主権概念
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